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千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、原油価格や物価高騰等により、大変厳しい事業環境にある地域公共交通

について、県民生活や地域経済を支える重要なインフラであることに鑑み、燃料価格等

の高騰の影響を受けている地域公共交通事業者を支援するため、予算の範囲内におい

て、この要綱に基づき、支援金を交付する。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 鉄道事業者 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道

事業を行う者をいう。 

二 乗合バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに規定

する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。 

三 タクシー事業者 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送

事業を行う者をいう。 

四 高速道路等 高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９号）第４条第１項各号に規

定する道路又は道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の２第１項若しくは第

２項の規定により指定する道路をいう。 

 

（交付対象者） 

第３条 支援金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号に掲げ

る者とする。 

 一 別表１の１の項に定める鉄道事業者。 

 二 別表２の１の項に定める乗合バス事業者。 

 三 別表３の１の項に定めるタクシー事業者。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付対象者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業

務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の

実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する

権限を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに該当する者であるとき

は、当該交付対象者は、支援金の対象とならない。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

二 次のいずれかに該当する行為（ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の

履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は

反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。）。 

イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を

知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りなが
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ら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益

若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方

（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、

当該契約を締結する行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、未納となっている県税がある者であるときは、当該交付

対象者は、支援金の対象とならない。ただし、県税に関して県から徴収猶予を受けてい

る者又は県と納付誓約を締結している者を除く。 

 

（暴力団密接関係者） 

第４条 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として知事が定める者は、前

条第２項第２号又は第３号に該当する者（法人その他の団体である場合にあっては、

その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他団体）とする。 

 

（支援金の交付額等） 

第５条 支援金の交付額は、鉄道事業者にあっては別表１の２の項、乗合バス事業者にあ

っては別表２の２の項、タクシー事業者にあっては別表３の２の項のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとするときは、知事が定める期日までに千葉県地域公

共交通物価高騰対策支援事業支援金交付申請書（兼）交付請求書（（別記第１号様式）

以下「申請書」という。）に、別表１の３の項、別表２の３の項又は別表３の３の項に

規定する書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 一般社団法人千葉県タクシー協会又は千葉県個人タクシー協会（以下「協会等」と

いう。）に加盟するタクシー事業者（以下「加盟タクシー事業者」という。）において

は、前項に規定する申請書の提出を協会等に委任することができる。 

３ 前項の委任を受けた協会等は、加盟タクシー事業者を代表して第１項に規定する申

請書に所定の書類を添えて、知事に提出することができる。 

 

（交付の決定） 

第７条 知事は、交付対象者から前条第１項の規定により申請があった場合は、その内

容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支援金の交付を決定するものとし、その

決定を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。 

２ 知事は、協会等から前条第３項の規定により申請があった場合は、その内容を審査

し、適当と認めたときは、速やかに支援金の交付の決定をするものとし、その決定を

協会等に通知するとともに、支援金を交付する。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 交付対象者は、前条の規定による支援金の交付の通知を受けた場合において、

交付の決定の内容又はこれに附された条件に対して不服があり、支援金の交付の申請

を取り下げようとするときは、すみやかにその理由を附して、その旨を知事に届け出
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なければならない。 

２ 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る支援金の交付の

決定はなかったものとみなす。 

 

（精算報告） 

第９条 第７条第２項の規定により支援金の交付を受けた協会等は、加盟タクシー事業

者への支援金交付完了の日から起算して３０日を経過した日又は支援金の交付の決

定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日までに千葉県地域公共交通物価高騰

対策支援事業支援金精算報告書（（別記第２号様式）以下「精算報告書」という。）

に所定の書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、加盟タクシー事業者

への支援金交付の全部が交付決定年度内に完了しないときは、支援金の交付の決定に

係る会計年度の終了の日までに千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金年度

終了精算報告書（（別記第３号様式）以下「年度終了精算報告書」という。）を知事

に提出しなければならない。 
２ 前項ただし書の規定により年度終了精算報告書を提出した協会等は、加盟タクシー事

業者への支援金交付の全部が完了したとき、速やかに精算報告書に所定の書類を添えて

知事に提出しなければならない。 
 

（決定の取消し） 
第１０条 知事は、交付対象者が第３条第２項各号、同条第３項及び第４条に該当すると

き又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 
 

（支援金の返還） 
第１１条 知事は、支援金の交付の決定を取消した場合において、すでに支援金が交付さ

れているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 
２ 知事は、前項の返還の請求に係る支援金で、やむを得ない事情があると認めるときは、

交付対象者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を

取り消すことがある。 
 

（加算金及び延滞金） 
第１２条 交付対象者は、第１０条の規定により支援金の交付の決定が取り消された場合

において、支援金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る支援金の受領の日から納

付の日までの日数に応じ、当該支援金の額（一部を納付した場合におけるその後の期間

については、既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加

算金を県に納付しなければならない。 
２ 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付対象者の納付

した金額が命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命

ぜられた支援金の額に充てられるものとする。 
３ 交付対象者は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、

納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額（未納付額の一部が

納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間についてはその納付額を控除した
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額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければなら

ない。 
４ 知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部

を免除することがある。 
 

（その他） 

第１３条 交付対象者は、支援金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿並びに当該

収入及び支出等についての証拠書類を、支援金の交付を受けた日の属する会計年度の終

了後５年間保存しなければならない。 

 

 

   附 則（令和５年１月１０日制定） 

１ この要綱は、令和５年１月１０日に施行し、令和４年度予算に適用する。 

   附 則（令和５年５月２５日制定） 

１ この要綱は、令和５年５月２５日に施行し、令和５年度予算に適用する。 

   附 則（令和６年１月１０日制定） 

１ この要綱は、令和６年１月１０日に施行し、令和５年度予算に適用する。 
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別表１（第３条第１項第１号、第５条、第６条第１項） 

１ 交付対象者  次のいずれかの鉄道事業者であること。 

（１）流鉄株式会社 

（２）銚子電気鉄道株式会社 

（３）小湊鐵道株式会社 

２ 交付額 交付対象者ごとに、次のいずれかの額を交付する。 

（１）流鉄株式会社       ９６０千円 

（２）銚子電気鉄道株式会社   ２４０千円 

（３）小湊鐵道株式会社   １，８００千円 

３ 添付書類  第６条第１項に規定する申請書に次の書類を添付すること。 

（１）交付対象者の第３条第２項各号に該当しない旨の誓約書

（別紙１）及び役員等名簿（別紙２） 
 

 

別表２（第３条第１項第２号、第５条、第６条第１項） 

１ 交付対象者  県内で営業所を有する乗合バス事業者であって、次のいずれ

かに該当しない者であること。 

（１）主に高速道路等のみを運行経路として営業する者 

（２）市町村又は道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第

７５号）第９条の２に規定する地域公共交通会議が運行委

託を行う系統のみで営業する者 

（３）申請日時点において、廃業又は休業している者 

２ 交付額 令和５年１２月１日時点での、交付対象者が県内の営業所で

保有又は管理し、今後の事業継続のために必要がある事業用自

動車（道路運送法第５条第１項又は第１５条第３項の規定によ

り国土交通大臣に許可申請又は届け出しているものをいう。以

下同じ。）の台数（一般乗合旅客自動車運送事業に供するもの

に限る。）に応じて、１車両あたり２０千円を交付する。 

３ 添付書類  第６条第１項に規定する申請書に次の書類を添付すること。 

（１）交付対象者の第３条第２項各号に該当しない旨の誓約書

（別紙１）及び役員等名簿（別紙２） 

（２）一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請書又は事業

計画変更届出書等、最新の県内営業所分の事業用自動車の

数が分かるものの写し 

（３）交付対象となる車両すべての自動車検査証（道路運送車

両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条に規定する国

土交通大臣から交付を受けたものをいう。）の写し（令和

５年１月４日以降発行分については、自動車検査証記録事

項の写し（自動車登録番号又は車両番号、使用者の氏名又

は名称、有効期間の満了する日が確認できるもの）） 
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別表３（第３条第１項第３号、第５条、第６条第１項） 

１ 交付対象者  県内に営業所を有するタクシー事業者であって、次のいずれ

かに該当しない者であること。 

（１）ハイヤー（タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年

法律第７５号）第２条第２項に規定するものをいう。）の

みで営業する者 

（２）申請日（第６条第２項の規定により協会等に委任した場

合、委任日）時点において、廃業又は休業している者 

２ 交付額 交付対象者ごとに、次のいずれかの額を交付する。 

（１）個人事業者 

  令和５年１２月１日時点での、交付対象者が保有又は管理

し、今後の事業継続のために必要がある事業用自動車に対し

て１０千円を交付する。 

（２）法人事業者 

令和５年１２月１日時点での、交付対象者が県内の営業所

で保有又は管理し、今後の事業継続のために必要がある事業

用自動車（運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるも

のを除く）の台数に応じて、１車両あたり１０千円を交付す

る。 

３ 添付書類  第６条第１項に規定する申請書に次の書類を添付すること。 

（１）交付対象者の第３条第２項各号に該当しない旨の誓約書

（別紙１）及び役員等名簿（別紙２） 

（２）一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可申請書又は事業

計画変更届出書等、最新の県内営業所分の事業用自動車の

数が分かるものの写し※個人事業者を除く 

（３）交付対象となる車両すべての自動車検査証（道路運送車

両法第６０条に規定する国土交通大臣から交付を受けた 

ものをいう。）の写し（令和５年１月４日以降発行分につ

いては、自動車検査証記録事項の写し（自動車登録番号又

は車両番号、使用者の氏名又は名称、有効期間の満了する

日が確認できるもの）） 

（４）第６条第２項の規定により協会等が代表して申請した場

合、委任を受けたタクシー事業者からの委任状（別紙３） 
 



年 月

様

金 円

千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金交付申請書（兼）交付請求書

日

　また、交付の決定があった場合は、下記の申請金額を請求します。

代 表 者 名

名 称

所 在 地

　千葉県知事

令和

記

策支援事業支援金の交付を受けたので、関係書類を添えて支援金の交付を申請します。

燃料価格等の高騰の影響が続く中において、今後も事業の継続を図り、地域公共交通を

維持していくため、令和 年度において、下記のとおり千葉県地域公共交通物価高騰対

なお、申請内容に虚偽があった場合又は交付対象者に該当しないことが明らかになっ

た場合は、速やかに千葉県知事に支援金を返還することを誓約します。

　　担当者：

（別記第１号様式）第６条

＜担当者及び連絡先＞

　担当部署：

１　申請金額

　E-mail

　TEL

　FAX
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２　申請額算出内訳（乗合バス事業者用）

　（１）乗合バス車両

（ 枚）

№

※ 複数枚に分けて申請する場合は、「乗合バス車両数（Ａ）」及び「申請額（Ａ×20千円）」

※　１枚で申請しきれない場合は、複数枚に分けて記入すること。

　の欄は、最後の表に記入すること。

乗合バス車両数（Ａ）

申請額（Ａ×20千円）

車両登録番号 所属営業所

事業者名

枚／全

車検有効期限

千円

台
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２　申請額算出内訳（タクシー事業者用）※法人事業者申請用

　（１）タクシー車両

（ 枚）

№

枚／全

車両登録番号 車検有効期限 所属営業所

タクシー車両数（Ａ） 台

　の欄は、最後の表に記入すること。

※　１枚で申請しきれない場合は、複数枚に分けて記入すること。

※ 複数枚に分けて申請する場合は、「タクシー車両数（Ａ）」及び「申請額（Ａ×10千円）」

申請額（Ａ×10千円） 千円

事業者名
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２　申請額算出内訳（タクシー事業者用）※協会等申請用（個人事業者分）

　（１）タクシー車両

（ 枚）

№

枚／全

車両登録番号 車検有効期限 事業者名

※　１枚で申請しきれない場合は、複数枚に分けて記入すること。

※ 複数枚に分けて申請する場合は、「タクシー車両数（Ａ）」及び「申請額（Ａ×10千円）」

　の欄は、最後の表に記入すること。

※ 法人事業者の委任を受けて申請書を提出する場合は、「※法人事業者用」の表により、

　法人事業者ごとに作成すること。

※　個人事業者本人が申請する場合は、「２　申請額算出内訳」は不要です。

タクシー車両数（Ａ） 台

申請額（Ａ×10千円） 千円
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３　支援金振込先

４　添付書類

　（１）申請者共通

　　　①誓約書（別紙１）及び役員等名簿（別紙２）

　　　②その他必要な書類

　（２）乗合バス事業者

　　　①一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請書又は事業計画変更届出書等の写し

　　　②自動車検査証の写し（令和５年１月４日以降発行分については、自動車検査証

　　　　記録事項の写し（自動車登録番号又は車両番号、使用者の氏名又は名称、有効

　　　　期間の満了する日が確認できるもの））

　

　（３）タクシー事業者

　　　①一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可申請書又は事業計画変更届出書等の写し

　　　　※個人事業者を除く

　　　②自動車検査証の写し（令和５年１月４日以降発行分については、自動車検査証

　　　　記録事項の写し（自動車登録番号又は車両番号、使用者の氏名又は名称、有効

　　　　期間の満了する日が確認できるもの））

　　　③委任を受けたタクシー事業者からの委任状（別紙３）※協会等が申請する場合

金融機関名 支店名

預金種別 口座番号

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

口座名義
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（別記第２号様式）第９条 

 
千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金精算報告書 

 

令和 年 月 日 

 

千葉県知事  様 

 

所 在 地      

名 称      

代表者名       

 

令和  年  月  日付け千葉県  指令第  号で支援金交付の決定のあった令和 
  年度千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金について、下記のとおりその精

算を報告します。 

 

記 

 

１ 支援金額        金          円 
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２ 支援金精算内訳 
 （１）タクシー事業者 

（  枚／全  枚） 

№ 事業者名 住所 支援金額 支払日 

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

合 計 千円  

   ※ １枚で精算報告しきれない場合は、複数枚に分けて記入すること。 
   ※ 複数枚に分けて精算報告する場合は、「合計」の欄は、最後の表に記入すること。 
 
３ 添付書類 

（１）領収書等の写し 

（２）その他必要な書類 
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（別記第３号様式）第９条 

 
千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金年度終了精算報告書 

 

令和 年 月 日 

 

千葉県知事  様 

 

所 在 地      

名 称      

代表者名       

 

令和  年  月  日付け千葉県  指令第  号で支援金交付の決定のあった令和 
  年度千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金について、下記のとおりその精

算を報告します。 

 

記 
 
１ 年度終了精算表 

交付決定内容 交付決定額（Ａ） 千円 

年度内に支払いした額等 年度内支払額（Ｂ） 千円 

今後の交付見込内容 今後の支払見込額（Ａ）－（Ｂ） 千円 
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２ 年度内に支払いした額の精算内訳 
 （１）タクシー事業者 

（  枚／全  枚） 

№ 事業者名 住所 支援金額 支払日 

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

合 計 千円  

   ※ １枚で精算報告しきれない場合は、複数枚に分けて記入すること。 
   ※ 複数枚に分けて精算報告する場合は、「合計」の欄は、最後の表に記入すること。 
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３ 今後の支払見込内訳 
 （１）タクシー事業者 

（  枚／全  枚） 

№ 事業者名 住所 支援金額 支払予定日 

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

   千円  

合 計 千円  

   ※ １枚で支払見込報告しきれない場合は、複数枚に分けて記入すること。 
   ※ 複数枚に分けて支払見込報告する場合は、「合計」の欄は、最後の表に記入すること。 
 
４ 添付書類 

（１）領収書等の写し 

（２）その他必要な書類 
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（別紙１） 

誓 約 書 
 

  年  月  日 
 
  千葉県知事       様 
 
 
            所 在 地 
            名  称 
            代表者名                      
 
 
 支援金の交付を申請した交付対象者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を

執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に

当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する

者をいう。））が、千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金交付要綱第３条第２項各

号のいずれにも該当せず、将来においても当該各号のいずれにも該当しないことを誓約しま

す。 
 また、支援金の交付申請をするに当たり、上記内容に該当しないことを確認するため、  

千葉県が千葉県警察本部に照会することについて承諾します。 
 なお、誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、支援金の交付を受けられ

ないこと又は支援金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消されることになっても異議

はありません。 
また、これにより生じた損害については、当方が一切の責任を負うものとします。 

 
注意事項 
※ 本人が自署で作成（誓約書・役員等名簿）する場合は押印不要とし、第三者（法人その

他の団体）が作成する場合は代表者印を押印すること。 
※ 本人の自署とする場合は、本人確認書類の写しを添付すること。 
※ 電子申請（メール等）の場合、申請者は原本（誓約書・役員等名簿）を保管すること。 



（
別
紙
２
）

元
号

M
T
S
H

年
月

日

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

役
員

等
名

簿
に

は
、
支
援
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
を
行

う
者
が

　
　

・
個

人
で

あ
る
場
合
は
本
人
を
記
載
す
る
こ
と
。

　

役
　

　
員

　
　

等
　

　
名

　
　

簿

住
　

　
　

　
　

所
生
年
月
日

商
号

又
は

名
称

（
半
ｶ
ﾅ
）

商
号
又
は
名
称
（
漢
字

）
氏
名
（
半
ｶ
ﾅ
）

氏
名
（
漢
字
）

性
別

(
M
･
F
)

　
　

・
法

人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
役
員
等

（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
、
相

談
役

、
顧

問
そ

の
他

の
実

質
的

に
当

該
団

体
の

　
　

 
経

営
に

関
与

し
て
い
る
者
又
は
当
該
団
体
の
業
務
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

　
た

だ
し

、
当
該
団
体
の
業
務
に
係
る
契
約
を
締
結
す

る
権
限
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
本
件
支
援
金
の
申
請
に
関
す
る
権
限
を
委
任
さ

れ
て

い
る

者
を

除
き

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
　

　
る

。

番
号

職
　

名

　 　
　
　
　
　
住
所
（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

）

　
　
　
　
　
氏
名
（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）

　

現
在

に
お

け
る

（
　
私
　
・
　
当
法
人
（
団
体
）
　
）
の
役

員
等
名
簿
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
　
　
月
　
　
日
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元
号

M
T
S
H

年
月

日

1
ｶ
ﾌ
ﾞ
ｼ
ｷ
ｶ
ﾞ
ｲ
ｼ
ｬ
ﾁ
ﾊ
ﾞ

株
式

会
社

千
葉

ﾁ
ﾊ
ﾞ
 
ﾀ
ﾛ
ｳ

千
葉

　
太

郎
S

4
0

1
1
6

M
千

葉
県

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
１

－
１

代
表

取
締

役

2
ｶ
ﾌ
ﾞ
ｼ
ｷ
ｶ
ﾞ
ｲ
ｼ
ｬ
ﾁ
ﾊ
ﾞ

株
式

会
社

千
葉

ｲ
ﾁ
ﾊ
ﾗ
 
ﾊ
ﾅ
ｺ

市
原

　
花

子
S

5
1

1
0

5
F

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
２

－
８

－
１

取
締

役

3
ｶ
ﾌ
ﾞ
ｼ
ｷ
ｶ
ﾞ
ｲ
ｼ
ｬ
ﾁ
ﾊ
ﾞ

株
式

会
社

千
葉

ﾅ
ﾗ
ｼ
ﾉ
 
ｶ
ｽ
ﾞ
ｵ

習
志

野
　

一
男

H
1

6
2
7

M
神

奈
川

県
横

浜
市

中
区

日
本

大
通

１
監

査
役

4
ｶ
ﾌ
ﾞ
ｼ
ｷ
ｶ
ﾞ
ｲ
ｼ
ｬ
ﾁ
ﾊ
ﾞ

株
式

会
社

千
葉

ﾔ
ﾁ
ﾖ
 
ｼ
ﾞ
ﾛ
ｳ

八
千

代
　

二
郎

T
1
4

5
1

M
埼

玉
県

さ
い

た
ま

市
浦

和
区

高
砂

３
－

１
５

－
１

会
長

5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

現
在

に
お

け
る

（
　

私
　

・
　

当
法

人
（

団
体

）
　

）
の

役
員

等
名

簿
に

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。

役
員

等
名

簿
に

は
、

支
援

金
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

業
を

行
う

者
が

　
　

・
個

人
で

あ
る

場
合

は
本

人
を

記
載

す
る

こ
と

。
　

　
・

法
人

そ
の

他
の

団
体

で
あ

る
場

合
は

、
そ

の
役

員
等

（
業

務
を

執
行

す
る

社
員

、
取

締
役

、
執

行
役

若
し

く
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

、
相

談
役

、
顧

問
そ

の
他

の
実

質
的

に
当

該
団

体
の

　
　

 
経

営
に

関
与

し
て

い
る

者
又

は
当

該
団

体
の

業
務

に
係

る
契

約
を

締
結

す
る

権
限

を
有

す
る

者
を

い
う

。
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

　
た

だ
し

、
当

該
団

体
の

業
務

に
係

る
契

約
を

締
結

す
る

権
限

を
有

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
本

件
支

援
金

の
申

請
に

関
す

る
権

限
を

委
任

さ
れ

て
い

る
者

を
除

き
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

　
　

る
。

番
号

職
　

名

　
年

　
　

月
　

　
日

　 　
　

　
　

　
住

所
（

法
人

そ
の

他
の

団
体

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

　
　

　
　

　
氏

名
（

法
人

そ
の

他
の

団
体

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

　

役
　

　
員

　
　

等
　

　
名

　
　

簿

住
　

　
　

　
　

所
生

年
月

日
商

号
又

は
名

称
（

半
ｶ
ﾅ
）

商
号

又
は

名
称

（
漢

字
）

氏
名

（
半

ｶ
ﾅ
）

氏
名

（
漢

字
）

性
別

(
M
･
F
)

・
半
角
カ
タ
カ
ナ
で
入
力

・
途
中
に
ス
ペ
ー
ス
は
入
力
し
な
い

・
全
角
文
字
で
入
力

・
途
中
に
ス
ペ
ー
ス
は
入
力
し
な
い

・
（
株
）
な
ど
に
略
さ
な
い

・
半
角
カ
タ
カ
ナ
で
入
力

・
姓
と
名
の
間
は
半
角

ス
ペ
ー
ス
を
１
つ
入
力

・
全
角
文
字
で
入
力

・
姓
と
名
の
間
は
全
角

ス
ペ
ー
ス
を
１
つ
入
力

・
外
字
の
場
合
は
常
用
漢
字

で
入
力
。
（
別
途
「
手
書
き
メ

モ
等
」
で
提
出
）

・
半
角
数
字
で

入
力

・
数
式
禁
止

・
半
角
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

大
文
字
で
入
力

・
大
正
：
T
、
昭
和
：
S
、

平
成
：
H

・
半
角
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

大
文
字
で
入
力

・
男
：
M
、
女
：
F

・
全
角
文
字
で
入
力

・
都
道
府
県
か
ら
入
力
（
政
令
指
定
都
市
の
場
合
も
）

・
１
番
１
号
⇒
１
－
１
（
ハ
イ
フ
ン
で
つ
な
ぐ
）

２
丁
目
３
番
４
号
⇒
２
－
３
－
４

５
番
３
⇒
５
－
３

注
意
事
項

・
本
人
が
自
署
で
作
成
（
誓
約
書
・
役
員
等
名
簿
）
す
る
場
合
は
押
印
不
要
と
し
、

第
三
者
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
）
が
作
成
す
る
場
合
は
代
表
者
印
を
押
印
す
る
こ
と
。

・
本
人
の
自
署
と
す
る
場
合
は
、
本
人
確
認
書
類
の
写
し
（
運
転
免
許
証
等
）
を
添
付
す
る
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（別紙３） 

委 任 状 
 

  年  月  日 
 
  千葉県知事       様 
 
 
            所 在 地 
            名  称 
            代表者名                      
 
 
 私は、千葉県地域公共交通物価高騰対策支援事業支援金交付要綱第６条第２項の規定に基

づき、下記の者を代理人と定め、令和  年度において支援金の交付に係る一切の行為を委

任します。 
 なお、申請内容に虚偽があった場合又は交付対象者に該当しないことが明らかになった 

場合は、速やかに千葉県知事に支援金を返還することを誓約します。 
 

記 
 

代理人名称 
 一般社団法人千葉県タクシー協会 

 千葉県個人タクシー協会 

   ※委任する代理人に○を付けてください。 

 


